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○ 経 済 産 業 省 告 示 第    号  
平 成 十 七 年 経 済 産 業 省 告 示 第 三 十 一 号 （ 重 要 電 源 開 発 地 点 の 指 定 に 関 す る 規 程 ） の 一 部 を 次 の 表 の よ う に

改 正 す る 。  

令 和   年   月    日                       経 済 産 業 大 臣  名    

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改   正   後  改   正   前  
  

 （ 指 定 ）  

第 四 条  電 源 開 発 を 行 う 者 で あ っ て 、 か つ 、 重 要

電 源 開 発 地 点 の 指 定 を 申 請 す る 事 業 者 （ 以 下

「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 申 請 す る 地 点 に 関 す

る 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 重 要 電 源 開 発 地 点

指 定 申 請 書 （ 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 ） を 経 済

 （ 指 定 ）  

第 四 条  電 源 開 発 を 行 う 者 で あ っ て 、 か つ 、 重 要

電 源 開 発 地 点 の 指 定 を 申 請 す る 事 業 者 （ 以 下

「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 申 請 す る 地 点 に 関 す

る 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 重 要 電 源 開 発 地 点

指 定 申 請 書 （ 以 下 「 申 請 書 」 と い う 。 ） を 経 済
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産 業 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  
一 ・ 二  （ 略 ）  

三  原 子 力 発 電 所 に あ っ て は 、 革 新 軽 水 炉 、 小

型 軽 水 炉 そ の 他 の 次 世 代 革 新 炉 の 別 、 水 力 発

電 所 に あ っ て は 、 ダ ム 式 及 び 水 路 式 の 別 、 地

熱 発 電 所 及 び 火 力 発 電 所 に あ っ て は 、 復 水

式 、 背 圧 式 等 の 別  

 

 

四 ～ 六  （ 略 ）  

七  地 元 の 立 地 に 関 す る 状 況 及 び 申 請 す る 地 点

産 業 大 臣 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

一 ・ 二  （ 略 ）  

三  原 子 力 発 電 所 に あ っ て は 、 軽 水 減 速 軽 水 冷

却 沸 騰 水 型 、 改 良 型 軽 水 減 速 軽 水 冷 却 沸 騰 水

型 、 軽 水 減 速 軽 水 冷 却 加 圧 水 型 及 び 改 良 型 軽

水 減 速 軽 水 冷 却 加 圧 水 型 の 別 、 水 力 発 電 所 に

あ っ て は 、 ダ ム 式 及 び 水 路 式 の 別 、 地 熱 発 電

所 及 び 火 力 発 電 所 に あ っ て は 、 復 水 式 、 背 圧

式 等 の 別  

四 ～ 六  （ 略 ）  
七  地 元 の 立 地 に 関 す る 状 況 及 び 申 請 す る 地 点
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の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町 村 長 へ の 協 議 の 状 況  
八  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

３  資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 長 官 は 、 第 一 項 の 申 請 （ 当

該 申 請 に 係 る 電 源 が 原 子 力 で あ る 場 合 に 限

る 。 ） が あ っ た 場 合 に は 、 重 要 電 源 指 定 開 発 地

点 の 指 定 が 行 わ れ る 前 に 原 子 力 発 電 所 の 立 地 に

係 る 公 開 ヒ ア リ ン グ を 開 催 し な け れ ば な ら な

い 。  

４  資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 長 官 は 、 第 一 項 の 申 請 が

あ っ た 場 合 に は 、 あ ら か じ め 、 重 要 電 源 開 発 地

の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町 村 長 の 同 意 の 状 況  

八  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  

（ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

３  資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 長 官 は 、 第 一 項 の 申 請 が

あ っ た 場 合 に は 、 あ ら か じ め 、 重 要 電 源 開 発 地



 

4 

点 の 指 定 が 行 わ れ る 前 に 申 請 さ れ た 地 点 の 所 在

地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 知 事 に 対 し て 、 申 請 さ れ

た 地 点 の 指 定 に 係 る 意 見 の 照 会 を 行 わ な け れ ば

な ら な い 。  

５  （ 略 ）  

６  経 済 産 業 大 臣 は 、 第 一 項 の 申 請 が あ っ た 場 合

に は 、 そ の 申 請 さ れ た 地 点 が 次 の 各 号 （ 当 該 申

請 に 係 る 電 源 が 原 子 力 以 外 の 電 源 で あ る 場 合 に

あ っ て は 、 第 三 号 を 除 く 。 ） に 掲 げ る 要 件 に 適

合 し て い る と 認 め ら れ る と き は 、 指 定 を 行 い 、

そ の 旨 を 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

点 の 指 定 が 行 わ れ る 前 に 申 請 さ れ た 地 点 の 所 在

地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 知 事 に 対 し て 、 申 請 さ れ

た 地 点 に 係 る 意 見 の 照 会 を 行 わ な け れ ば な ら な

い 。  

４  （ 略 ）  

５  経 済 産 業 大 臣 は 、 第 一 項 の 申 請 が あ っ た 場 合

に は 、 そ の 申 請 さ れ た 地 点 が 次 に 掲 げ る 要 件 に

適 合 し て い る と 認 め ら れ る と き は 、 指 定 を 行

い 、 そ の 旨 を 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

 



 

5 

一  申 請 す る 地 点 の 電 源 に つ い て 電 気 事 業 法 第

二 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 供 給 計 画 に 原 則 と

し て 記 載 が さ れ て い る こ と 。  

二  （ 略 ）  

三  第 三 項 の 原 子 力 発 電 の 立 地 に 係 る 公 開 ヒ

ア リ ン グ が 終 了 し て い る こ と 。  

 

四 ・ 五  （ 略 ）  

六  申 請 さ れ た 地 点 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町

村 長 の 地 点 の 指 定 に 係 る 同 意 が 得 ら れ て い

る こ と 。  

一  申 請 す る 地 点 の 電 源 に つ い て 電 気 事 業 法 第

二 十 九 条 第 一 項 に 規 定 す る 供 給 計 画 に 記 載 が

さ れ て い る こ と 。  

二  （ 略 ）  

三  原 子 力 発 電 の 立 地 に 係 る 公 開 ヒ ア リ ン グ

（ 第 一 次 公 開 ヒ ア リ ン グ ） が 終 了 し て い る

こ と 。  

四 ・ 五  （ 略 ）  

六  申 請 さ れ た 地 点 の 所 在 地 を 管 轄 す る 市 町

村 長 の 同 意 が 得 ら れ て い る こ と 。  
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七  第 四 項 の 意 見 照 会 に 対 す る 申 請 さ れ た 地

点 の 所 在 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 知 事 の 地 点

に 指 定 に 係 る 意 向 に つ い て 考 慮 が な さ れ て

い る こ と 。  

八 ～ 十 二  （ 略 ）  

７ ・ ８  （ 略 ）  

 

 （ 変 更 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

２  前 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 か ら 第 八 項

ま で の 規 定 は 、 前 項 の 変 更 の 承 認 に 準 用 す

七  第 三 項 の 意 見 照 会 に 対 す る 申 請 さ れ た 地

点 の 所 在 地 を 管 轄 す る 都 道 府 県 知 事 の 意 向

に つ い て 考 慮 が な さ れ て い る こ と 。  

 

八 ～ 十 二  （ 略 ）  

６ ・ ７  （ 略 ）  

 

 （ 変 更 ）  

第 五 条  （ 略 ）  

２  前 条 第 一 項 か ら 第 七 項 ま で の 規 定 は 、 前 項

の 変 更 の 承 認 に 準 用 す る 。  
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る 。  
３ ～ ５  （ 略 ）  

６  前 条 第 八 項 の 規 定 は 、 前 項 の 公 表 に 準 用 す

る 。  

 

 （ 指 定 の 期 間 ）  

第 六 条  第 四 条 第 六 項 の 指 定 の 期 間 は 、 指 定 を

行 っ た 日 か ら 運 転 を 開 始 し た 日 ま で と す る 。  

 

 （ 指 定 の 解 除 ）  

第 七 条  経 済 産 業 大 臣 は 、 地 点 の 指 定 を 受 け 事

 

３ ～ ５  （ 略 ）  

６  前 条 第 七 項 の 規 定 は 、 前 項 の 公 表 に 準 用 す

る 。  

 

 （ 指 定 の 期 間 ）  

第 六 条  第 四 条 第 五 項 の 指 定 の 期 間 は 、 指 定 を

行 っ た 日 か ら 運 転 を 開 始 し た 日 ま で と す る 。  

 

 （ 指 定 の 解 除 ）  
第 七 条  経 済 産 業 大 臣 は 、 地 点 の 指 定 を 受 け 事
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業 者 が 第 三 条 で 規 定 す る 事 業 者 に 該 当 し な い

こ と と な っ た と き 、 又 は 指 定 を 行 っ た 重 要 電

源 開 発 地 点 が 第 四 条 第 六 項 に 掲 げ る 要 件 の い

ず れ か に 適 合 し な く な っ た と き 、 そ の 指 定 を

解 除 す る こ と が で き る も の と す る 。  

２ ～ ４ （ 略 ）  

５  第 四 条 第 八 項 の 規 定 は 、 前 項 の 公 表 に 準 用

す る 。  

業 者 が 第 三 条 で 規 定 す る 事 業 者 に 該 当 し な い

こ と と な っ た と き 、 又 は 指 定 を 行 っ た 重 要 電

源 開 発 地 点 が 第 四 条 第 五 項 に 掲 げ る 要 件 の い

ず れ か に 適 合 し な く な っ た と き 、 そ の 指 定 を

解 除 す る こ と が で き る も の と す る 。  

２ ～ ４  （ 略 ）  

５  第 四 条 第 七 項 の 規 定 は 、 前 項 の 公 表 に 準 用

す る 。  
  

附  則  

１  こ の 告 示 は 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 告 示 の 施 行 の 際 現 に 効 力 を 有 す る こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 重 要 電 源 開 発 地 点 の 指 定 に
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関 す る 規 程 第 四 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 指 定 は 、 こ の 告 示 の 施 行 後 も 、 な お 効 力 を 有 す る 。  


